
監 査 報 告 書 
日 本 年 金 機 構 

理事長 水島 藤一郎 殿 

私たち監事は、日本年金機構法第１２条第４項の規定に基づき、日本年金機構（以下「機構」）の令

和２年４月１日から令和３年３月３１日までの令和２事業年度（第１２期）の業務の状況及び財務の状況

について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。 

１．監査の方法及びその内容 

機構の監査にあたり、私たち監事が定めた監査方針及び監査計画等に従い、役員及び職員（以

下「役職員」）、監査部並びに会計監査人と意思疎通を図り、理事会その他重要な会議への出席、

役職員に対するヒアリング、重要な文書の閲覧、重要な財産の取得、処分及び管理の状況につい

ての調査、法令・規程等違反行為の有無、重要な業務上の事故等に関する報告聴取を行い、検討

を加えました。 

また、決算担当部署等から財務諸表（貸借対照表、行政コスト計算書、損益計算書、純資産変動

計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類及びこれらの附属明細書）及び決算

報告書について報告聴取を行い、検討を加えました。 

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計

算規則第１３１条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会

計審議会）等に従って整備している旨の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

２．監査の結果 

（１）業務の状況 

イ 令和２事業年度（第１２期）事業報告書は、厚生労働省年金局長通知（平成３１年３月２９日付

年発０３２９第３号「財務諸表に添付する事業報告書について」）に基づき、機構の状況を正しく示

しているものと認めます。

ロ 役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められませ

ん。

ハ 内部統制システムに関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び役員の職務の執行についても、指摘すべき

事項は認められません。なお、事業報告書に記載の、年金給付をはじめとした業務品質の向

上に向けた取り組みにつきましては、業務体制の一層強化を図り、継続的に実効性が向上して

いることを確認しておりますが、監事としては、今後さらなる強化についてその進捗を検証して

まいります。

（２）財務の状況 

イ 財務諸表（利益の処分に関する書類を除く。）は、機構の財産の状況、損益の状況、キャッ

シュ・フローの状況、行政コストの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認

めます。

ロ 利益の処分に関する書類は、法令に適合しているものと認めます。

ハ 決算報告書は、予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているものと認めます。

ニ 会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。
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